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宮城県

＊平成２４年９月から事業開始

＊覚せい剤や大麻事犯の初犯者等で，自らの意志で

薬物を絶ちたい者に県薬務課，県警，仙台ダルクが

協力して薬物の再乱用に陥らないよう教育を行うも

の

＊栃木県や京都府での先行事例を参考に

＊宮城県内では年間数人になる見込み

＊現在まで実績なし

＊事例を積み重ね，初犯者以外にも対象の拡大を検
討
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宮城県
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特定対象者

警察署等 薬務課

仙台ダルク

①
意
思
確
認

②
教
育
要
請

③該当者の連絡

⑨実施報告

⑥
受
講
者
決
定

⑧
結
果
報
告

⑦再乱用防止教育
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宮城県

＊県内で偽造処方せんを

使って，向精神薬を詐取

する事例が発生

＊ポスターを作成し，県内

薬局等に配布

＊県のホームページでも

公開している
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